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資料３ 





平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 190 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

生活保護法第 7 条に規定する保護申請者の追加。 

 

提案団体 

岐阜市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

生活保護法第 7 条に規定する保護申請者に、成年後見人を加えるよう規定を改められたい。 

 

具体的な支障事例 

成年被後見人（精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者）は、十分な判断能力がなく、自身

の生活困窮状態を自覚していなかったり、保護申請の意思表示を行うことができない場合がある。 

成年後見人は、成年被後見人に代わって財産行為をし、その生活状況を最も把握しているにもかかわらず、現

状、成年被後見人について保護申請をすることができない。 

民法における単純な代理による申請とは異なるのであって、成年後見人の権限・職責を考慮するならば、成年

後見人が保護申請をすることができるとしても、本人の意思に基づいた申請を原則とする生活保護制度の趣旨

に反するものでもない。 

また、生活保護法第 81 条において、生活保護者に対し成年後見制度の活用を図るよう義務付けがあるなら

ば、保護申請についても成年後見人ができるとすべきである。 

なお、上述の支障については、生活保護法第 25 条の規定により職権をもって保護を開始できる場合もあるが、

「急迫した状況にある」とは認められない場合も多く、上記の支障は解消しきれない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

成年後見人による申請を認めることで、はじめて申請の意思表示ができない成年被後見人の申請権は確保さ

れ、急迫した状況でない場合であっても必要な保護を受けることが可能となる。 

また実施機関においても生活状況の把握、財産調査等の保護の決定に必要な事務を迅速かつ正確に行うこと

が可能となる。 

 

根拠法令等 

生活保護法第 7 条、生活保護法別冊問答集問 9－2 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

日立市、ひたちなか市、多治見市、島田市、豊田市、豊橋市、京都府、京都市、大阪府、岡山県、北九州市、雲

仙市、熊本市、大分県 

 

○精神障がいまたは知的障がい等により要保護状態となっている者が、成年後見人を同伴し生活保護申請を

行うケースがあるが、その場合も、生活保護法に代理申請の規定がなく、国は代理人による保護申請はなじま
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ないと解していることから、実施機関としては当該要保護者の意思能力の範囲内で申請意思を確認し、本人か

らの申請として受理している場合がある。  

 なお、生活保護法第 81 条において、被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及

び後見人がないときは、保護の実施機関は速やかに後見人の選任を家裁に請求しなければならないと規定さ

れており、成年被後見人に対する保護の実効性を担保していることから、保護の申請においても成年後見人に

よる代理申請を可とする規程が必要と考える。 

○保護は、申請に基いて開始することが原則である。また、その申請は本人の意思に基づくことが大原則であ

り、仮に要保護状態にあったとしても生活保護の申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であり、

現行運用上、代理人が判断するべきものではないとされている。しかし、本人に、十分な判断能力がない場合

や、保護申請の意思表示を行うことができない場合については、代理人による保護申請の検討も必要と考え

る。 

成年後見制度では、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が欠けている者について本人

の権利を守るため、家庭裁判所が成年後見人を選任することとなっているが、その成年後見人は、本人の生活

状況を把握し、本人に代わって財産に関するすべての法律行為を行うことができるといったことを鑑みれば、成

年後見人に代理申請を認めたとしても、本人について不利益な取扱がなされることは想定しにくい。このことか

ら、生活保護について、成年後見人による代理申請を可能とする制度改正が必要と考える。 

○成年後見人からの申請について、当市の場合は急迫した状況にない事例だけではあるが今までに数件あ

る。その際には扶養義務者に申請してもらうよう説明しており、現在のところは扶養義務者がいなかった事例は

ない。但し、急迫した状況になく、扶養義務者がいない場合は当然に考えられること、また、成年後見人の職責

からしても申請者に加えることは適当であると考えます。 

 

各府省からの第１次回答 

○ 生活保護制度は最後のセーフティネットとして最低限度の生活を保障するものであるが、同時に被保護者に

は、資産や年金等の他法による給付や稼働収入等あらゆるものを活用することを求め、それでもなお、最低限

度の生活を維持できない場合に保護を行うものである。 

○ このため、生活保護法においては、年金や他の給付制度と異なり、単に経済的給付を行うのみならず、保護

の実施機関が生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導・指示を行うこととされており、生活面に

おいても自立の助長を図ることとされている。 

○ 更に、保護の実施機関は要保護者の資産・収入・健康状態を調査するため、報告の徴収や住居への立ち入

り調査を行うことができる。 

○ また、被保護者には収入の一切を申告する義務や、勤労、健康の保持増進、支出の節約等、生活の維持向

上に努める義務が課せられる。 

○ このように生活保護の申請は単に経済的給付を受給するのみにとどまらず、本人の義務を生じさせる行為

であり、後見人が行うことができるような財産を管理する行為や財産に関する法律行為とは言い切れないと考え

られる。 

○ 本人に行為能力がなくとも意思能力がある場合については、申請者の状況から書面による申請が困難な場

合等には、実施機関が必要事項を聞き取り、書面に記載した上で、その内容を本人に説明し、署名捺印を求め

るなどの援助を行っている。 

○ なお、生活保護法第 81 条については判断能力の不十分な者を支援することを求めた規定であり、生活保

護の申請者の規定と関連を有しないと考える。 

○ また、現行でも要保護者本人の申請書を成年後見人が使者として保護の実施機関に提出することや後見

人が急迫状況にある要保護者に関する情報提供を行うことは可能であり、これらに基づき、保護の実施機関の

判断で保護を開始することは可能である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

申請の一身専属性から、本人に義務が生じるため後見人の申請が認められないとの説明は、現行制度におけ

る本人申請以外の方法による保護（生計同一でない本人以外の申請による保護・急迫時の職権保護）にも該当

するため、提案の回答になっていない。なお、法が本人以外の申請を規定したのは、意思能力のない者が少な

くないことから、申請を本人のみの権利とすれば法の目的が達成されないためであり、当該申請により、はじめ

て申請できない者の申請権は確保される。 

また、申請により国が生存権を保障するという申請保護の原則からすれば、本人申請できなくとも本人以外の申

請が可能なら、当該原則の例外である職権保護に優先して行うべきであり、そのため、職権保護で結果的に保

護が可能であることは代替案となり得ず、提案で議論すべきは、後見人が本人以外の申請者となれるか否かで
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ある。 

後見人は、被後見人の財産管理に関する全ての法律行為に代理権があるのは回答のとおりだが、それのみな

らず、法律上その事務を行う際は被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身状態・生活状況に配慮しなければ

ならない立場にある。これは法律上本人の利益を守るべき立場の者として本人以外の申請者（扶養義務者とそ

の他同居親族）を限定した理由と同一性を有するばかりか、その職責を考慮すれば、後見人こそ当該申請者に

相応しい。 

また、独居老人や老老・認認世帯が急増する超高齢社会の中、後見制度の役割が期待されており、後見人側

からも提案実施を望む声は大きいのではないか。 

このため、保護の実施機関である自治体の多くが、後見人の申請者の追加に同意し、求めている状況である。 

よって再検討を求める。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

〇 判断能力が欠けている成年被後見人が、資産がない場合など要保 護の状態にある場合については、一般

的に「急迫した事由のある場合」にあたり、職権保護が可能ということであれば、地方公共団体において判断に

迷うことがないよう、改めて職権保護に関する考え方を整理し、通知するようお願いしたい。 

〇 生活保護制度は申請保護の原則に立っていることを踏まえれば、意思表示ができない要保護者であって

も、ただちに職権保護を適用するのではなく、できるだけ適切に申請手続きができるよう、成年後見人による代

理申請を認めることができないか、検討すべきではないか。 

〇 成年後見人は財産に関する法律行為についての包括的な代理権を有するものであり、調査、罰則の対象な

ど特別の関係が生ずるものであっても、そのことのみをもって代理権の範囲に入る余地がないということではな

いのではないか。 

その上で、生活保護を受給することは単に財産に関する法律行為とは言い切れないとしても、制度の趣旨・目的

からすれば、実質的には経済的給付による生活保障が主であると考えられるため、必ずしも一身専属的な事項

には当たらず、成年後見人についても、その権限・職責を踏まえ、扶養義務者や同居の親族の申請を認めてい

ることと同様に、代理申請を可能とできるのではないか。 

○ 仮に成年後見による代理申請を法定することはできないとしても、行政手続法第 36 条の３の処分等の求め

の制度のように、職権保護の端緒とするため成年後見人による「求め」の法定化は可能ではないか。 

 

各府省からの第２次回答 

○ 前回回答のとおり、生活保護の申請は単に経済的給付を受給するだけでなく、本人に義務を生じさせる行

為であり、成年後見人が代理することができる財産を管理する行為や財産に関する法律行為にとどまらないも

のであると考えている。 

○ 保護を要するにもかか関わらず意思を表示できない場合については、生活保護法第 25 条において職権を

もって保護を開始しなければならないと規定されている「急迫した状況」に該当するものと考えている。今後、地

方公共団体に対して、通知発出等により周知することを検討してまいりたい。 

○ なお、要保護者の発見・連絡等については、「生活保護制度における福祉事務所と民生委員等の関係機関

との連携の在り方について（社援保発 0331004 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）」において、関係機

関との連携等についてお示ししているところであり、実際に関係機関からの通報により職権保護を適用してい

る。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 212 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

無料低額宿泊事業に係る届出制を許認可制に変更 

 

提案団体 

指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

無料低額宿泊事業に係る「届出制」を「許認可制」に見直すこと。 

 

具体的な支障事例 

社会福祉法第 2 条第 3 項第 8 号に規定する無料低額宿泊事業は、同法第 69 条に基づき事業開始の日から 1

月以内に事業経営地の都道府県知事に届出を行わなければならないこととされている。しかし、あくまでも届出

制であることから、形式要件を整えた届出であれば、不適切な事業であっても自治体は届出を受理せざるを得

ない。また、施設の設備、運営等に関しては国から指針が示されているが、事業者に対する行政指導を行っても

実効性の担保が十分とは言えない。 

このため、さいたま市では事業者の刑事事件等を発端に、事業運営の適正化を図ることを目的とした条例を平

成 25 年に制定し、事業の適正化を図ってきた。さらに、不適切な事業者に対しては長期に渡る調査や指導を踏

まえ、平成 29 年 1 月には行政処分を行ったところである。 

しかしながら、本事業は「届出制」であり、事業開始後にようやく調査や指導が可能になること、また、行政処分

を行うには十分な調査や指導を経る必要があることから、処分決定までには一定期間を要しており、その期間に

おいて事業者は多くの路上生活者を施設に入所させることが可能となっている。また、事業者が提供するサービ

ス内容について法律に規定がないことから、入所者は適切な水準にあるサービスを事業者から受けられない可

能性が生じている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

許認可制の導入により、事業開始前において不適切な運営が疑われる事業者の参入を排除することが可能に

なる。 

また、法に基づき事業内容や施設基準を設けることにより、事業開設後における事業の質の維持を確保するこ

とが可能になり、施設入所者に対する適切なサービスが提供できる。 

 

根拠法令等 

社会福祉法第 2 条第 3 項第 8 号 

同法 69 条,72 条 

平成 27 年 4 月 14 日付け社援発 0414 第 7 号厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉法第 2 条第 3 項に規

定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営につい

て」の一部改正について（通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 
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埼玉県、千葉県、新潟市、名古屋市、大阪府、福岡市、熊本市 

 

○無料低額宿泊所事業は、第二種社会福祉事業として届出制となっており、形式的要件が整っていれば受理

せざるを得ない。また、事業開始後においても社会福祉法第 70 条に基づく検査を実施し、県の「無料低額宿泊

所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドライン」の基準に適合しない場合、改善を求めているが、法令に

基づく基準ではないことから、指導の実効性は十分とは言えない。本事業において、利用者の利益の保護を図

るには、法令による基準の設定が必要である。 

○本市では、平成 15 年に国から示された「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」に基づき、「社会福

祉法第２条第３項第８号に規定する宿泊所の届出及び運営の基準に関する指針」を独自に定め、事業者に対し

て指導を行っているが、法律に基づく指導権限がないため、指導には限界がある。また、この指針では、社会福

祉各法に法的位置付けのない施設に対する指導を行うことはできず、実態の把握は困難である。国において平

成 27 年度に指針の見直しが図られたが、届出制の見直し及び施設整備・運営に関する基準並びに指導権限を

明記した法整備がなされておらず、実態の把握が困難な状況にある施設に対する調査・指導や、不当に営利を

図るなどした事業者に対する経営の制限・停止の決定について、本市にとって過大な負担となっている。以上の

ことより、善良な事業者を排除することがないよう配慮しつつ、無料低額宿泊所及び法的位置付けのない施設

への入所者の適正な処遇を確保し、質の向上を図るため、届出制の見直し及び施設整備・運営に関する基準

並びに強い指導権限を明記した法整備を行うことが必要である。 

 

各府省からの第１次回答 

○ 無料低額宿泊事業を許認可制にすることについては、現に無料低額宿泊施設に起居している者の住まい

の確保が困難となるおそれがあり、直ちに許認可制を取ることは困難と考えている。 

○ しかしながら、無料低額宿泊事業を実施する事業者の中には、生活保護受給者等を狭い部屋に住まわせ、

高額の利用料を徴収するなど、いわゆる「貧困ビジネス」といわれるような悪質な事業者があることから、生活保

護受給者の生活の質の確保を図るためには、悪質な事業者を規制していく必要があると考えている。 

○ このため、無料低額宿泊所の設備・運営基準に関して現在の「ガイドライン」に基づき指導を行う形ではな

く、法令に基づく最低基準を設け、その基準を満たさない事業者等に対して、行政が改善命令などを行うために

必要な法令上の規定の整備を行うことなどを中心として生活保護受給者の居住者支援の在り方全般について、

今後の生活保護制度の見直しの議論の中で具体的な検討を進めることとしている。なお、この議論については

指定都市市長会も参画して、生活保護制度に関する国と地方の実務者協議及び社会保障審議会生活困窮者

自立支援及び生活保護部会において議論されているところである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

許認可制にすることをもって、現に無料低額宿泊施設に起居している者の住まいの確保が困難となることには

直接結び付かないと考える。 

さいたま市では、平成 26 年度から３か年の間に社会福祉法の届出を行っていない無届施設に対し、利用者約

1,000 名を民間アパート等への転居支援により半減させた実績がある。 

仮に、居住している者が住まいを失ったとしても、その場合の受皿として、民間アパートや公営住宅のほか生活

保護法の救護施設や老人福祉法の有料老人ホーム等が考えられ、社会資源の有効活用により退去者の受入

は可能である。 

また、８月２日の専門部会において、部会長から指摘もあったように、懸念があったとしても経過措置を設けるこ

とで対応可能である。 

なお、厚生労働省は「現在行われている生活保護制度の見直しの議論において、法令に最低基準を明記し、基

準に満たない事業者に対して、行政が改善命令などを行うために必要な規定の整備を行うなど、生活保護受給

者の居住支援の在り方全般について具体的な検討を進める。」との回答であるが、あくまで届出制を前提として

いる。 

この場合、現行制度と同様に、法令に基づく最低基準を満たさない事業者が違法性を認識しながら事業を開始

することが可能であること、更には改善命令などを行ったとしても、改善されるまでの間は違法な事業者の経営

が可能であり、入居者は劣悪な環境での生活を余儀なくされる。このように、届出制である限りは悪質な事業者

の参入を許し、生活支援を行う良質な事業者が活動しやすい環境づくりや入居者の福祉を著しく阻害することと

なることから許認可制を取ることを２０政令指定都市の総意として、重ねて強く求めるものである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

重点番号21
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－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ いわゆる「貧困ビジネス」については、劣悪な環境下でサービスが提供されたり、重大な事故が発生するな

ど、利用者の生命や健康を脅かす恐れが高い状況にあるので、むしろ許認可制という実効性と迅速性のある規

制により、速やかに悪質な事業者を排除し、利用者の保護を図っていくべきではないか。 

 また、直ちに許認可制にすることができない理由として、「現に起居している者の住まい確保が困難になる恐

れ」を挙げているが、悪質な事業者を排除していくために規制強化を行うのであれば、いずれにせよ利用者の受

皿確保等の措置は必要であり、生活保護法の救護施設や公営住宅への入居、民間アパート等への転居支援等

で対応していくべきではないか。 

○ 過去、届出制から許可制に移行した例も踏まえ、十分な期間を経過措置期間として規定し、既に届出をして

いる事業者については許可事業者とみなした上で、悪質な行為を事後的に規制しつつ、悪質な事業者の新規参

入については事前に規制する制度設計とすれば、関係者の懸念を解消しつつ、実効性のある規制強化が行え

るのではないか。 

○ 生活保護制度に関する国と地方の実務者協議の場等において、引き続き検討を進めるとのことであるが、

政令指定都市側からは、許認可制についても要請を行っていると聞いており、特に規制の実効性と迅速性を確

保する観点について、地方側の声をより細やかに聞いた上で、検討を進めるべきではないか。 

 

各府省からの第２次回答 

○ 様々の居住の形態がある中で、無料低額宿泊事業についてのみ、許認可制としたとしても、いわゆる「貧困

ビジネス」と呼ばれる事業者が無許可で事業を続けることも考えられることから、良質な事業者の育成と悪質な

事業者の規制を同時に進めることが必要と考えている。 

○ 現在の社会福祉法においても第七十二条に基づき、例えば事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サ

ービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、経営の制限や事業の停止等を命じることは可

能であるが、このような処分に至る例自体は少なく、改善命令等の規定を整備することにより、サービスの提供

の適正化を行っていく必要があると考えている。このような現状において、事後的な規制を十分に行ってもなお

足りず、本来自由な行為を予め禁止する事前規制である許可制が必要と言えるかどうかは慎重な検討が必要

と考える。 

○ いずれにせよ、指定都市市長会も参画している社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会等

において議論していきたい。 

重点番号21
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第２次回答 

 

管理番号 55 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（児童福祉法による児童入所

施設措置費及び障害児入所措置費） 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の基礎を、

所得税額から市町村民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規

定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の認定にお

いては、所得税額を基礎とすることとされている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 12 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条、第 56 条 

・児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成 11 年 4 月 30 日厚生省発児第 86 号厚

重点番号22-①
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生事務次官通知） 

・障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について（平成 19 年 12 月 18 日厚生

労働省発障第 1218002 号厚生労働事務次官通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊橋市 

 

― 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の徴収金基準額を

所得税額から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要があり、それが改められるのであれば、

情報連携に向けた必要な検討を行う。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の認定につ

いて、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収

基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

重点番号22-①
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地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

厚生労働省において、児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の徴収金基準額を所得

税額から市町村民税所得割額に改めること、また、地方税関係情報の提供が可能であるならば、情報連携に向

けた必要な対応を行って参りたい。 

重点番号22-①
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 第２次回答 

 

管理番号 55 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（児童福祉法による児童入所

施設措置費及び障害児入所措置費） 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の基礎を、

所得税額から市町村民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規

定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の認定にお

いては、所得税額を基礎とすることとされている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 12 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条、第 56 条 

・児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成 11 年 4 月 30 日厚生省発児第 86 号厚

重点番号22-①
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生事務次官通知） 

・障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について（平成 19 年 12 月 18 日厚生

労働省発障第 1218002 号厚生労働事務次官通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊橋市 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

まず、事務の所管省庁において、児童福祉法による措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額

から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の認定につ

いて、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収

基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連
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携が可能となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

まず、事務の所管省庁において、児童福祉法による措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額

から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 

重点番号22-①
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 55 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（児童福祉法による児童入所

施設措置費及び障害児入所措置費） 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の基礎を、

所得税額から市町村民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規

定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の認定におい

ては、所得税額を基礎とすることとされている。 

当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 12 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条、第 56 条 

・児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成 11 年 4 月 30 日厚生省発児第 86 号厚
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生事務次官通知） 

・障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について（平成 19 年 12 月 18 日厚生

労働省発障第 1218002 号厚生労働事務次官通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊橋市 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

 (１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層区分

の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。 

 (２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係情報の守秘義務解除の規定は内閣府

及び総務省で所管するものであることから、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の認定につ

いて、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収

基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

重点番号22-①
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○ 関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

 (１)の提案内容については、第１次回答でお答えしたとおり、現在措置されている者等の費用負担への影響

や、自治体における課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえなが

ら、対応方針を検討したい。 

 (２)の提案内容について、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるようにするた

めには、地方税法上の守秘義務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令上に質問検

査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示している。現在、児童福祉法においては質問検査権の

み規定されているが、担保措置規定を新たに設けることについては、児童福祉法の趣旨を踏まえ、慎重に検討

したい。 

重点番号22-①
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第２次回答 

 

管理番号 56 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（児童福祉法第二十一条の六

によるやむを得ない事由による措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所

得税額から市町村民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規

定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定において

は、所得税額を基礎とすることとされている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 12 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の 6、第 56 条 

・やむを得ない事由による措置（障害児通所支援）を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 24 年 6 月 25

重点番号22-①

16



日障障発 0625 第１号厚生労働省障害福祉課長通知） 

・やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 18 年 11 月 17 日障障発第

1117002 号厚生労働省障害福祉課長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、秩父市、豊田市、伊丹市、高砂市、宇美町 

 

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の

対象とすることは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減によ

り利便性が向上するため制度改正の必要性を感じる。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、児童福祉法によるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担額の

算定基準を所得税額から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要があり、それが改められる

のであれば、情報連携に向けた必要な検討を行う。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定につい

て、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基

準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

重点番号22-①
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て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

児童福祉法によるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額から市町

村民税所得割額に改めること、また、地方税関係情報の提供が可能であるならば、情報連携に向けた必要な対

応を行って参りたい。 

重点番号22-①
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 第２次回答 

 

管理番号 56 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（児童福祉法第二十一条の六

によるやむを得ない事由による措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所

得税額から市町村民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規

定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定において

は、所得税額を基礎とすることとされている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 12 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の 6、第 56 条 

・やむを得ない事由による措置（障害児通所支援）を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 24 年 6 月 25

重点番号22-①
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日障障発 0625 第１号厚生労働省障害福祉課長通知） 

・やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 18 年 11 月 17 日障障発第

1117002 号厚生労働省障害福祉課長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、秩父市、豊田市、伊丹市、高砂市、宇美町 

 

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の

対象とすることは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減によ

り利便性が向上するため制度改正の必要性を感じる。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、事務の所管省庁において、児童福祉法による措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額

から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定につい

て、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基

準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

重点番号22-①
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が示された。 

○ また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

まず、事務の所管省庁において、児童福祉法による措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額

から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 

重点番号22-①
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 56 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（児童福祉法第二十一条の六

によるやむを得ない事由による措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所

得税額から市町村民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報の規

定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定において

は、所得税額を基礎とすることとされている。 

当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 12 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の 6、第 56 条 

・やむを得ない事由による措置（障害児通所支援）を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 24 年 6 月 25

重点番号22-①
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日障障発 0625 第１号厚生労働省障害福祉課長通知） 

・やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 18 年 11 月 17 日障障発第

1117002 号厚生労働省障害福祉課長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、秩父市、豊田市、伊丹市、高砂市、宇美町 

 

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の

対象とすることは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減によ

り利便性が向上するため制度改正の必要性を感じる。 

 

各府省からの第１次回答 

(１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層区分

の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。 

(２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係情報の守秘義務解除の規定は内閣府及

び総務省で所管するものであることから、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の認定につい

て、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基

準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 
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○ 総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

 (１)の提案内容については、第１次回答でお答えしたとおり、現在措置されている者等の費用負担への影響

や、自治体における課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえなが

ら、対応方針を検討したい。 

 (２)の提案内容について、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるようにするた

めには、地方税法上の守秘義務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令上に質問検

査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示している。現在、児童福祉法においては質問検査権の

み規定されているが、担保措置規定を新たに設けることについては、児童福祉法の趣旨を踏まえ、慎重に検討

したい。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第２次回答 

 

管理番号 57 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（身体障害者福祉法第十八条

第一項若しくは第二項及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号によるやむを得な

い事由による措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条

第一項第二号によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所得税額から市町村

民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①番号法別表第二の第二十及び第五十三の項の第四欄に地方税関係情報を新たに規定する。 

②地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

③必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十四条及び第二十七条に地方

税関係情報の規定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十七条によりやむを得ない事由による措

置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、地方税関係情報については別表第二の第四欄に規

定がないため情報照会ができない。また、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシステムによ

り地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な所得税に関す

る情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、添付書

類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事
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務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 14 条、第 27 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・身体障害者福祉法 （昭和 24 年法律第 283 号）第 18 条、第 38 条 

・知的障害者福祉法 （昭和 35 年法律第 37 号）第 15 条の４、第 16 条、第 27 条 

・やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 18 年 11 月 17 日障障発第

1117002 号厚生労働省障害福祉課長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、秩父市、豊田市、高砂市、宇美町 

 

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の

対象とすることは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減によ

り利便性が向上するため制度改正の必要性を感じる。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法によるやむを得ない事由による措置を

行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必

要があり、それが改められるのであれば、情報連携に向けた必要な検討を行う。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十七条によりやむを得ない事由による措

置を行った場合の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー

制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきた

い。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、構成員から、費用徴収額の認定事務にはそもそも根拠法律に質問検査権が必要ではないか、また、

地方税関係情報の情報連携に必要な担保措置としては必ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める

形もあり得るのではないか、との指摘があった。 

○ 厚生労働省においては、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に質問検査権を設けること、及びこれら
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の法律に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない場合における経済的な負担を求め

る形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関係団体等との調整を進めていただ

きたい。 

○ 総務省においては、厚生労働省の検討する質問検査権及び担保措置について、地方税法上の守秘義務が

解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に質問検査権と担保措置を設けることによ

る各法律に基づく強制措置に係る費用徴収事務と地方税関係情報に係る情報連携について、検討結果を第２

次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

厚生労働省において、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法によるやむを得ない事由による措置を行った

場合の利用者負担額の算定基準を所得税額から市町村民税所得割額に改めること、また、地方税関係情報の

提供が可能であるならば、情報連携に向けた必要な対応を行って参りたい。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 第２次回答 

 

管理番号 57 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（身体障害者福祉法第十八条

第一項若しくは第二項及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号によるやむを得な

い事由による措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条

第一項第二号によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所得税額から市町村

民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①番号法別表第二の第二十及び第五十三の項の第四欄に地方税関係情報を新たに規定する。 

②地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

③必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十四条及び第二十七条に地方

税関係情報の規定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十七条によりやむを得ない事由による措

置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、地方税関係情報については別表第二の第四欄に規

定がないため情報照会ができない。また、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシステムによ

り地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な所得税に関す

る情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、添付書

類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事
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務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 14 条、第 27 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・身体障害者福祉法 （昭和 24 年法律第 283 号）第 18 条、第 38 条 

・知的障害者福祉法 （昭和 35 年法律第 37 号）第 15 条の４、第 16 条、第 27 条 

・やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 18 年 11 月 17 日障障発第

1117002 号厚生労働省障害福祉課長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、秩父市、豊田市、高砂市、宇美町 

 

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の

対象とすることは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減によ

り利便性が向上するため制度改正の必要性を感じる。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、事務の所管省庁において、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による措置を行った場合の利用者

負担額の算定基準を所得税額から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十七条によりやむを得ない事由による措

置を行った場合の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー

制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきた

い。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 
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○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、構成員から、費用徴収額の認定事務にはそもそも根拠法律に質問検査権が必要ではないか、また、

地方税関係情報の情報連携に必要な担保措置としては必ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める

形もあり得るのではないか、との指摘があった。 

○ 厚生労働省においては、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に質問検査権を設けること、及びこれら

の法律に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない場合における経済的な負担を求め

る形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関係団体等との調整を進めていただ

きたい。 

○ 総務省においては、厚生労働省の検討する質問検査権及び担保措置について、地方税法上の守秘義務が

解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に質問検査権と担保措置を設けることによ

る各法律に基づく強制措置に係る費用徴収事務と地方税関係情報に係る情報連携について、検討結果を第２

次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

まず、事務の所管省庁において、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による措置を行った場合の利用者

負担額の算定基準を所得税額から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 57 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（身体障害者福祉法第十八条

第一項若しくは第二項及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号によるやむを得な

い事由による措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条

第一項第二号によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所得税額から市町村

民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①番号法別表第二の第二十及び第五十三の項の第四欄に地方税関係情報を新たに規定する。 

②地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

③必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第十四条及び第二十七条に地方

税関係情報の規定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十七条によりやむを得ない事由による措置

を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。 

当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、地方税関係情報については別表第二の第四欄に規定

がないため情報照会ができない。また、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシステムにより

地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な所得税に関する

情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、添付書類

の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事
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務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 14 条、第 27 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・身体障害者福祉法 （昭和 24 年法律第 283 号）第 18 条、第 38 条 

・知的障害者福祉法 （昭和 35 年法律第 37 号）第 15 条の４、第 16 条、第 27 条 

・やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて（平成 18 年 11 月 17 日障障発第

1117002 号厚生労働省障害福祉課長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

ひたちなか市、秩父市、豊田市、高砂市、宇美町 

 

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の

対象とすることは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減によ

り利便性が向上するため制度改正の必要性を感じる。 

 

各府省からの第１次回答 

(１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層区分

の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。 

(２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係情報の守秘義務解除の規定は内閣府及

び総務省で所管するものであることから、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十七条によりやむを得ない事由による措

置を行った場合の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイナンバー

制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきた

い。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、構成員から、費用徴収額の認定事務にはそもそも根拠法律に質問検査権が必要ではないか、また、

地方税関係情報の情報連携に必要な担保措置としては必ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める

形もあり得るのではないか、との指摘があった。 
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○ 厚生労働省においては、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に質問検査権を設けること、及びこれら

の法律に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない場合における経済的な負担を求め

る形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関係団体等との調整を進めていただ

きたい。 

○ 総務省においては、厚生労働省の検討する質問検査権及び担保措置について、地方税法上の守秘義務が

解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に質問検査権と担保措置を設けることによ

る各法律に基づく強制措置に係る費用徴収事務と地方税関係情報に係る情報連携について、検討結果を第２

次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

 (１)の提案内容については、第１次回答でお答えしたとおり、現在措置されている者等の費用負担への影響

や、自治体における課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえなが

ら、対応方針を検討したい。 

 (２)の提案内容について、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるようにするた

めには、地方税法上の守秘義務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令上に質問検

査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示している。現在、身体障害者福祉法及び知的障害者福

祉法にこれらは規定されていないため、質問検査権及び担保措置規定を新たに設けることについては、法の趣

旨を踏まえ、慎重に検討したい。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第２次回答 

 

管理番号 58 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（老人福祉法第十一条による

措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を所得税額から市町村民税所得割額

に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②徴収基準額の認定に必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第三十三条

に地方税関係情報の規定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることと

されている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 33 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 11 条、第 28 条 

・老人福祉法第１１条の規定による措置事務の実施に係る指針について（平成 18 年 1 月 24 日老発第 0124001
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号厚生労働省老健局長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、ひたちなか市、秩父市、川崎市、伊丹市、宇和島市、北九州市、朝倉市、熊本市 

 

○本市においても扶養義務者からの費用徴収額を決定する際に、所得税額を基礎として費用徴収額を決定し

ているケースがある。現在は扶養義務者から収入申告の際に源泉徴収票を添付資料として提出してもらい、そ

こから所得税額を把握しているが、今後は番号法の施行に伴って、そういった添付資料の提出を簡略化していく

ことも考えられる。 

扶養義務者からの費用徴収額を決定するために、現状では市町村民税や所得税の課税状況を把握することが

必須である。それらを情報提供ネットワークを通じて取得し、費用徴収額を決定できないということであれば、行

政運営の効率化、国民の利便性の向上を目的とする番号法の趣旨に照らすと本末転倒であり、この提案事項

に賛同する。 

○当市においても、費用徴収事務を行うにあたり、賦課認定、および費用徴収額の決定に税情報を職権として

調査することも多いため、事務煩瑣となり、さらには調査から決定までの迅速性に欠ける。 

情報照会が可能となることで、利用者側に求める手続が簡素化され、事務の効率化、迅速化が図られる。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、老人福祉法による福祉の措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税

額から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要があり、それが改められるのであれば、情報連

携に向けた必要な検討を行う。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務

の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町村

民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、老人福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能になると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必
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ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、老人福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、老人福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、老人福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

厚生労働省において、老人福祉法による福祉の措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額から

市町村民税所得割額に改めること、また、地方税関係情報の提供が可能であるならば、情報連携に向けた必要

な対応を行って参りたい。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 第２次回答 

 

管理番号 58 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（老人福祉法第十一条による

措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を所得税額から市町村民税所得割額

に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②徴収基準額の認定に必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第三十三条

に地方税関係情報の規定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることと

されている。 

 当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

 当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 33 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 11 条、第 28 条 

・老人福祉法第１１条の規定による措置事務の実施に係る指針について（平成 18 年 1 月 24 日老発第 0124001
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号厚生労働省老健局長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、ひたちなか市、秩父市、川崎市、伊丹市、宇和島市、北九州市、朝倉市、熊本市 

 

○本市においても扶養義務者からの費用徴収額を決定する際に、所得税額を基礎として費用徴収額を決定し

ているケースがある。現在は扶養義務者から収入申告の際に源泉徴収票を添付資料として提出してもらい、そ

こから所得税額を把握しているが、今後は番号法の施行に伴って、そういった添付資料の提出を簡略化していく

ことも考えられる。 

扶養義務者からの費用徴収額を決定するために、現状では市町村民税や所得税の課税状況を把握することが

必須である。それらを情報提供ネットワークを通じて取得し、費用徴収額を決定できないということであれば、行

政運営の効率化、国民の利便性の向上を目的とする番号法の趣旨に照らすと本末転倒であり、この提案事項

に賛同する。 

○当市においても、費用徴収事務を行うにあたり、賦課認定、および費用徴収額の決定に税情報を職権として

調査することも多いため、事務煩瑣となり、さらには調査から決定までの迅速性に欠ける。 

情報照会が可能となることで、利用者側に求める手続が簡素化され、事務の効率化、迅速化が図られる。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、事務の所管省庁において、老人福祉法による措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額

から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

  老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事

務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町

村民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【宇和島市】 

 具体的に提供可能な特定個人情報の項目については、主務省令に委任されているものと解されるが、地方税

法上の守秘義務の趣旨とも照らし合わせ、当該事務に係る情報提供については、国民の利便性の向上に寄与

するものであることから、情報提供が許容されるよう規定整備が望まれる。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 
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 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、老人福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能になると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、老人福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、老人福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、老人福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

まず、事務の所管省庁において、老人福祉法による措置を行った場合の利用者負担額の算定基準を所得税額

から市町村民税所得割額に改めることについて検討する必要がある。 

また、地方税法上の守秘義務について、同法第 22 条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に

関して知り得た秘密を漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このた

め、地方税関係情報の第三者への提供は、厳密に解されており、 

１） 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されている場合、又は 

２） 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合 

のみとされている。 

当該措置については、申請に基づく事務ではなく、本人が行政機関に対して報告を行う義務も規定されていない

ため、上記の要件を満たしていない。 

そのため、情報提供ネットワークシステムを利用して地方税関係情報を照会するためには、事務の所管省庁に

おいて、上記の要件を満たすような対応を行う必要がある。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 58 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度の活用を図るための社会保障制度における所得要件の見直し（老人福祉法第十一条による

措置） 

 

提案団体 

九州地方知事会、九州・山口各県の全市町村 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

（１）老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を所得税額から市町村民税所得割額

に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について検討を行う。 

②徴収基準額の認定に必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第三十三条

に地方税関係情報の規定を追加するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとさ

れている。 

当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワー

クシステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認定に必要な

所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手でき

ず、添付書類の削減に繋がらない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上。情報提供ネットワ

ークシステムの利用による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 19

条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 （平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号）第 33 条 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条 

・老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 11 条、第 28 条 

・老人福祉法第１１条の規定による措置事務の実施に係る指針について（平成 18 年 1 月 24 日老発第 0124001
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号厚生労働省老健局長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、ひたちなか市、秩父市、川崎市、伊丹市、宇和島市、北九州市、朝倉市、熊本市 

 

○本市においても扶養義務者からの費用徴収額を決定する際に、所得税額を基礎として費用徴収額を決定し

ているケースがある。現在は扶養義務者から収入申告の際に源泉徴収票を添付資料として提出してもらい、そ

こから所得税額を把握しているが、今後は番号法の施行に伴って、そういった添付資料の提出を簡略化していく

ことも考えられる。 

扶養義務者からの費用徴収額を決定するために、現状では市町村民税や所得税の課税状況を把握することが

必須である。それらを情報提供ネットワークを通じて取得し、費用徴収額を決定できないということであれば、行

政運営の効率化、国民の利便性の向上を目的とする番号法の趣旨に照らすと本末転倒であり、この提案事項

に賛同する。 

○当市においても、費用徴収事務を行うにあたり、賦課認定、および費用徴収額の決定に税情報を職権として

調査することも多いため、事務煩瑣となり、さらには調査から決定までの迅速性に欠ける。 

情報照会が可能となることで、利用者側に求める手続が簡素化され、事務の効率化、迅速化が図られる。 

 

各府省からの第１次回答 

(１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層区分

の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。 

 (２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係情報の守秘義務解除の規定は内閣府

及び総務省で所管するものであることから、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務

の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町村

民税所得割にしていただきたい。 

 なお、地方税法上の守秘義務については、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12

月 20 日閣議決定）にもあるとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘義務を解除した上で

の情報連携の方策について、関係府省で連携して検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【宇和島市】 

 費用徴収額の決定に当たっては、扶養義務者に対し、算定根拠資料となる、源泉徴収票及び所得課税証明書

等の関係書類の提出を求めるが、様々な事情から求めに応じられないケースも多々ある。このような場合、職権

として調査、閲覧することとなるが、これらの情報が特定個人情報とされていないことを理由に税情報の照会が

できないとなると、認定事務の煩雑化、非効率化を招き、ひいては国民へ手続き上の負担を課すことにもなりか

ねない。所管府省において番号法の趣旨である「国民の利便性の向上」という観点からも、規定の見直しを行っ

ていただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な

どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産

登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 
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○ 第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっても、本人等から同意が得られる場合に地方税法

上の守秘義務を解除することの可否について、総務省から、そのような同意では地方税法上の守秘義務が解除

される根拠として不明確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が担保されない、との検討結果

が示された。 

○ また、老人福祉法は既に質問検査権が措置されており、担保措置の創設により地方税関係情報との情報連

携が可能になると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との情報連携に必要な担保措置としては必

ずしも罰則である必要はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るのではないか、との指摘があっ

た。 

○ 厚生労働省においては、老人福祉法に担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない

場合における経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関

係団体等との調整を進めていただきたい。 

○ 総務省においては、老人福祉法の現行の質問検査権の規定及び厚生労働省の検討する担保措置につい

て、地方税法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていただきたい。 

○ 関係府省において、老人福祉法に担保措置を設けること等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と

地方税関係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

（１）の提案内容については、（２）の検討状況を踏まえながら、市町村民税所得割額を基準とすることについて、

第１次回答でお答えしたとおり、現在措置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層区

分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。 

（２）の提案内容については、報提供ネットワークシステムにより地方税関係情報を情報照会できるようにするた

めには、地方税法上の守秘義務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令上に質問検

査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示している。現在、老人福祉法については質問検査権の

み規定されているため、担保措置規定を新たに設けることについては老人福祉法の趣旨を踏まえ、慎重に検討

したい。 

重点番号22-①
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